
１ はじめに

同一又は類似の宗名表示を巡る紛争は，現代に限っ

たものではなく，我国の歴史上に 2つあったといわれ

る。その 1 つは，13 世紀から 16 世紀に亘って争われ

たという，天台法華宗（天台宗）と法華宗（日蓮宗）

との間の「法華宗」を巡る宗名論争である。当時法華

宗と称した日蓮宗は，この宗名論争を経た後に日蓮法

華宗と改称したという。

その 2つは，18 世紀後半から 19 世紀後半，即ち，江

戸時代から明治時代の初頭に掛けて争われたという，

浄土宗（主に東京芝の増上寺）と浄土真宗（東西本願

寺を含む浄土真宗各派寺院）間の「浄土真宗」を巡る

宗名論争である。一向宗を幕府公称としていた江戸幕

府に対して，浄土真宗の東本願寺が，一向宗の幕府公

称を浄土真宗に変更するよう請願したところ，幕府寺

社奉行の諮問に対して浄土宗の増上寺が反対したこと

に始まり，明治時代に至って明治政府が一向宗の宗名

を「真宗」とする旨定めることによって最終的に決着

するまで 1世紀を要したといわれるものである。

法華宗を巡る宗名論争についてその詳細は不明であ

るが，浄土真宗を巡る宗名論争については，浄土宗の

増上寺による反対理由には，一向宗を浄土真宗と改称

すれば，浄土宗との間で「宗名混雑」（広辞苑は「混雑」

を「混同すること」とする）を招くとするものがあっ

たという。

征夷大将軍徳川家を中心として武士階級が支配して

いた封建社会にあって，信教の自由も，営業の自由も

なく，従って，現代の法制も法理も観念し得ない江戸

時代の紛争であるが，当時既に宗名についてその混同

可能性が争われたという事実は興味深いものがある。

江戸時代も現代も，同一又は類似の表示について，表

示主体が混同可能性を持ち出して争われることになる

のは変わらないようである。

因みに，現代では，後述のように天理教と天理教豊

文教会の表示を巡る最高裁判決があり，宗教法人同士

の同一又は類似の宗名表示について，不正競争防止法

の適用の排斥，宗教法人の人格権に基づく氏名権（名

称権）の法理が示されているから，今後はこの最高裁

判決が示した法理によって解決が図られるものと見ら

れる。

以下には，浄土宗と浄土真宗の宗名論争の経緯，浄

土宗（増上寺）と浄土真宗側の主張，特に増上寺のい
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江戸後期の「浄土真宗」を巡る
宗名論争と現代の法理

同一又は類似の宗教団体名称を巡って「真」の文字の有無によって混同可能性が問題となった歴史上の事案として，

江戸時代後期に2大浄土教の「浄土宗」と「浄土真宗」（当時の公称「一向宗」）間の1世紀に亘った宗名論争があっ

た。双方の主張，根拠を含めて当時の経緯と概要を示すとともに双方の歴史，当時の状況を含めて主張の検証を行っ

た。似た現代の宗名紛争として天理教豊文教会事件があるが，その最高裁判決（平成18年1月20日）は，①宗教

活動と密接不可分の宗教法人事業に不競法の適用はない，②判例法理の人格権から宗教法人に名称選定使用の自由が

あると判示した。上記宗名論争との関係で，一般事業とは異なる特殊性の面からこの最高裁判決を検討した。
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う宗名混雑，即ち，当時の混同可能性の有無等を概観

し，現代の最高裁判決の法理の視点から検討を加えて

みたい。

２ 浄土宗と浄土真宗の宗名論争の経緯

浄土真宗を巡る宗名論争は，江戸幕府の公称「一向

宗」を「浄土真宗」に変更することの是非を巡って，

浄土宗（主に増上寺）と浄土真宗（東本願寺，西本願

寺，専修寺，仏光寺，錦織等の各派寺院）との間で争

われた。

参考文献に基づいて作成した経緯一覧（表１）に示

すように，江戸時代後期の安永 3年（1774 年）8月に，

浄土真宗の東本願寺が，「一向宗」の幕府公称を「浄土

真宗」に変更するよう，幕府寺社奉行に口上書を提出

して請願した。

寺社奉行は，同年 11月，請願の可否を，天台宗の寛

永寺（東京上野）及び浄土宗の増上寺（東京芝公園）

に対して諮問した。寛永寺は他宗のこととして宗名変

更を可としたが，増上寺は，安永 4年（1775年）1月

「浄土真宗々名故障書」を寺社奉行に対して提出し，幕

府公称一向宗を変更することに反対する立場を明らか

にした。宗名論争の始まりである。

同安永 4年 11月，寺社奉行（太田備後守資愛）は，

幕府公称を従前のとおり「一向宗」とすることを増上寺

に伝え，増上寺は諸国寺院にその旨の触れを出した。

同安永 4 年 12月 増上寺の触れに驚いた，東本願

寺が「浄土真宗故障書」に対する「弾劾文」を提出し

て反駁し，東本願寺の呼び掛けに応じて西本願寺，専

修寺，仏光寺，錦織寺等の浄土真宗各派が纏まって東

本願寺を支援するに至った。

安永 6年（1777 年）1月（2月とする資料もある）に

は，寺社奉行（牧野豊前守惟成）が，なお吟味中とし

つつも，請願に対して，幕府公称を従前のとおり「一

向宗」とする旨を申し渡した。

寛政元年（1789年）3月，寺社奉行（牧野備前守忠

精）は，公務繁忙を理由に東西本願寺に対して「追而

御沙汰有之迄は，先御願中御心得たるべく候」と申し

渡し，また，増上寺に対して「急遽之御沙汰には難被

及，追而御沙汰可有之候」と通知した（請願の可否を

棚上げした訳である）。

同寛政元年（1789年），天台宗の輪王寺（輪王寺門

跡）が仲裁に入り，「一万日のお預かり」とすることに

なり，ここに，浄土宗寺院と浄土真宗各派寺院の，安

永，天明，寛政の 15年間に亘った宗名論争は一応の終

結を見た。

この間，浄土真宗側は，増上寺故障書の各段につい

ての論破，宗門改帳（寺院毎にその門徒名を記載して

寺社奉行に提出させた書面）への宗名浄土真宗記載の

強行，死を賭した 3名の僧侶による老中松平定信への

箱根峠での直訴，老中田沼意次への増上寺との対筆談

の許可を求める趣願書提出等を行なったという。天明

8年（1788年）だけをみても，寺社奉行に対する浄土

真宗側の愁訴は 14 回に亘ったというし，この年には，

浄土真宗側が老中田沼意次に 30 万両の賄賂を送ろう

としたとする如き噂もあったともいう（田沼意次は名

君であり，失脚後の巷のイメージは根拠がないとし

て，再評価する見解がある）。

一方，浄土宗側でも，裁判関係を司る公事方への浄

土真宗公称不許可の寺社奉行沙汰の写し提出，浄土真

宗公称を不可とする上申書提出，老中田沼意次及び寺

社奉行との面会の他，幕府大奥への働きかけ等も行

なったというし，増上寺や鎌倉光明寺は「浄土真宗」

の額を新たに掲げるようになったし，他の浄土宗の寺

院も「浄土真宗」を標榜するに至ったという。浄土宗

側は，宗名論争当初，増上寺住持第 49 世豊誉霊応が中

心となって動いたといわれ，増上寺の文献（大本山増

上寺史本文編）によると，霊応は「浄土宗々名故障書」

の提出，本山知恩院との連絡，寺社奉行，京都 4ヵ本山

使僧，18檀林住持らとの度々の会談を行い，宗名論争

を増上寺の有利に展開したとしている。

王政復古を経て，明治 2年（1869年），京都府が，東

本願寺の嘆願に対して，宗名を「浄土真宗」とする旨

の布告を出したが，明治 5年（1872年）3月，大蔵省

（当時宗教行政を主管）が，同じく東本願寺の嘆願に対

して「一向宗名ノ儀，自今真宗ト可レ称旨」との太政官

達（「維新文明ノ公裁」ともいう）を出して，「真宗」

の宗名を認めた（明治政府は，浄土宗への配慮から

「浄土真宗」とすることは認めなかったという）。

以上が宗名論争の経緯である。安永 3年（1774 年）

から，明治 5年（1872年）まで，98年，即ち，一世紀

に亘る論争であった。

表１ 宗名論争の経緯一覧

安永 3年（1774 年） 8月 東本願寺（浄土真宗）が幕府寺

社奉行に口上書提出（公称変更

の請願）
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安永 3年（1774 年） 8月 寺社奉行が天台宗寛永寺（東京

上野）と浄土宗増上寺（東京芝

公園）に諮問

安永 4年（1775年） 1月 増上寺（浄土宗）寺社奉行に

「浄土真宗々名故障書」提出

安永 4年（1775年）11月 寺社奉行，幕府公称を従前のと

おりと増上寺に伝達

安永 4年（1775年）12月 東本願寺が「浄土真宗故障書」

に「弾劾文」提出 西本願寺，

専修寺，仏光寺，錦織寺等の浄

土真宗各派が東本願寺支援

安永 6年（1777 年） 1月 寺社奉行（牧野豊前守惟成），吟

味中としつつも，請願に幕府公

称を従前のとおりとする旨申し

渡し

この間

浄土真宗側

増上寺故障書の各段についての

論破，宗門改帳への宗名浄土真

宗記載の強行，僧侶 3 名の老中

松平定信への箱根峠での直訴，

老中田沼意次への増上寺との対

筆談の許可を求める趣願書提出

浄土真宗側の老中田沼意次へ賄

賂提供計画の噂・・・

浄土宗側

裁判関係を司る公事方への浄土

真宗公称不許可の寺社奉行沙汰

の写し提出，浄土真宗公称を不

可とする上申書提出，老中田沼

意次及び寺社奉行との面会，幕

府大奥への働きかけ，増上寺や

鎌倉光明寺の「浄土真宗」の額

掲出，浄土宗の寺院の「浄土真

宗」標榜・・・

寛政元年（1789年） 3月 寺社奉行（牧野備前守忠精），東

西本願寺に「追而御沙汰有之迄

は，先御願中御心得たるべく

候」と申し渡し，増上寺に「急

遽之御沙汰には難被及，追而御

沙汰可有之候」と通知（請願可

否を棚上げ）

寛政元年（1789年） 天台宗輪王寺（輪王寺門跡）が，

「一万日のお預かり」の仲裁

明治 2年（1869年） 京都府，東本願寺の嘆願に宗名

を「浄土真宗」と布告

明治 5年（1872年） 3月 大蔵省（当時宗教行政を主管），

東本願寺の嘆願に「一向宗名ノ

儀，自今真宗ト可レ称旨」との

太政官達（「維新文明ノ公裁」）

徳川家康は，早くから念仏信仰が深く，戦陣に赴く

ときは十念を授かり，「厭離穢土欣求浄土」の旗指物を

持参したというし，家康時代に増上寺を徳川家の菩提

寺としている（天正 18年（1590 年）の江戸上洛に際し

て大僧上存応の申し入れにより増上寺に休み，その

折，増上寺を徳川家の菩提寺としたという如き真偽不

明の伝説もあるようである）し，慶長 10 年（1605年）

には家康の援助により増上寺は本堂，回廊の大造営を

行っており，また，当時家康は知恩院等の浄土宗寺院

にも寄進をしている。

一方，東本願寺は，慶長 7年（1602年）に家康が寄

進した京都七条の寺地に教如が建立した寺院，即ち，

家康の寺地寄進（家康は信長と本願寺の石山合戦の和

睦条件を巡る 11 代顕如とその長男教如の対立を利用

して，巨大教団である本願寺勢力の分割を意図したと

いわれる）によって，本願寺（現在の西本願寺）から分

派した寺院である。浄土宗と浄土真宗はともに浄土三

部経を教典とする浄土教の 2大勢力として隆盛を極め

ている上，双方ともに家康とも江戸幕府とも関係が深

い。寺社奉行は，勘定奉行，町奉行を含めた三奉行の

中で最上位にして，譜代大名が任命される将軍直属の

ポストであったが，老中や大奥まで巻き込み，将軍へ

の直訴もあったという背景を考慮すると，浄土真宗側

から請願を受けた寺社奉行も，請願を引き継いだ寺社

奉行も，その対応には大いに苦慮したことであろう。

明治政府の「真宗」承認によって，浄土真宗各派は

「真宗大谷派」，「真宗高田派」，「真宗仏光寺派」のよう

に「真宗○○派」と称するようになったというが，西

本願寺が「浄土真宗本願寺派」の宗名を使用したのは，

戦後になってからといわれるように，この宗名論争は

後々まで長く尾を引く結果となった。

３ 浄土真宗の口上書

浄土真宗が提出したという宗名変更の口上書は，資

料（村上専精「真宗全史」）によると，次のとおりであ

る。

「當宗開山親鸞聖人開宗の砌より宗名浄土真宗と被定

置候處御奉行所○御領私領御役所に於て，浄土真宗と

も，一向宗とも，御取計御座候に付，當宗門末の内に

て，心得違の輩も有之，御門主様歎敷被存候，依之諸

国一統，浄土真宗と相定候様被致度候，此段御許可申

上旨，京都より被申越候 以上

午八日

浅草本願寺輪番

築地本願寺輪番」

浄土真宗が提出したこの口上書によると，幕府公称

は一向宗であっても，事実上浄土真宗の宗名を使って

いたこともあったようであるが，諸国一統が浄土真宗

と定めるよう求めるとしている。なお輪番は，浄土真

宗において別院に本山から派遣して事務を扱う僧侶を

意味している。
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４ 「浄土真宗々名故障書」の大意（増上寺の主張）

増上寺が諮問に応じて寺社奉行に提出した「浄土真

宗々名故障書」（以下「故障書」という。）は，資料（浄

土宗大辞典 2「しゅうみょうあらそい（宗名争）」）によ

ると，次の 3点であったという（原文は不明であるが，

数百言に及ぶものであったという。村上専精「真宗全

史」にも同旨の内容が記載されるから，大意が以下の

ものであったことは事実であろう）。

（１）浄土真宗の名称は善導大師の「観教疏」の中に見

られ，法然上人建立の浄土宗を浄土真宗と称するので

あり，一向宗を浄土真宗とすれば，宗名混雑し，神君

（家康）が徳川家宗門と定め置かれた尊慮に障る。

（２）知恩院に賜った後柏原・正親町天皇の真宗惣本山

の綸旨，金戒光明寺に下された後小松天皇宸翰の浄土

真宗最初門という勅額，増上寺に賜った後陽成天皇綸

旨の須開真宗弘通之玄門という文言などに障る。

（３）「勅修御伝」に浄土真宗の儀が明らかに記され，

浄土真宗は勅命により弘通している諸宗共許の宗名で

あるから，他門がこの宗名を称すれば真偽の諍論とな

り，公儀の制禁に障る。

故障書は，先ず，善導大師の観教疏（中国唐時代の

「観無量寿経疏」（全 4巻）のこと）に「浄土真宗」の

名称が見られるとして，法然は観教疏によって悟りを

開き専修念仏に専念することによって浄土宗を開宗し

たから，法然を開祖とする浄土宗を浄土真宗と称す

る。従って，一向宗を浄土真宗とすれば，浄土宗と宗

名混雑，即ち宗名混同して，増上寺を菩提寺として宗

派を浄土宗とした家康の意向に背くと主張している。

観教疏を探してみたところ「浄土真宗」の記載は見

られないが，観教疏の散善義巻第四に「窃以真宗遇，

浄土之要難逢」（ひそかにおもんみれば，真宗遇いがた

く，浄土の要逢ひがたし）として，「真宗」の文言が 1

カ所みられる。増上寺は，この記載に基づいて，観教

疏に浄土真宗の名称が見られるといったようである。

また，法然が著したといわれる選択集（選択本願念仏

集）には，「浄土宗と号する」，「浄土宗の名」といった

記載を含めて「浄土宗」の記載が合計 9ヶ所にみられる

から，浄土宗の宗名は，浄土教を簡潔に示す浄土を冠

して，法然が自ら定め且つ使用することによって，宗

祖法然に由来する宗名であることは間違いなかろう。

次いで，後柏原・正親町天皇から知恩院への「真宗

惣本山」の綸旨，後小松天皇直筆の「浄土真宗最初門」

の勅額，後陽成天皇の増上寺への「須開真宗弘通之玄

門」の綸言に，「真宗」，「浄土真宗」が見られるから，

各天皇の意向に背くと主張している。

「真宗惣本山」の綸旨は，大永 3年（1523年）頃，知

恩院（現在浄土宗の総本山）と知恩寺（現在浄土宗の

7大本山の一つ）との間で総本山の争いが生じた折，

知恩院が正親町（おおぎまち）天皇から受けたもので

あり，金戒光明寺は，法然が浄土宗を開宗した地の寺

院（増上寺とともに現在は浄土宗 7大本山の一つ）で

ある。その「浄土真宗最初門」の勅額は正長元年

（1428年）に受けたというし，増上寺への「須開真宗弘

通之玄門」の綸旨は，慶長 3年（1599年）に受けたと

いうから，「故障書」の安永 4年（1775年）当時から見

ると 160〜 250 年程以前の，かなり古い歴史的事実を

根拠とするものである。

「勅修御伝」は，浄土宗の宗祖法然の死後，後伏見上

皇の勅命によって 13 世紀全般に編纂された，法然の

生涯と事績を描いた「法然上人行状絵図」のことであ

る。この書を探すと，10数箇所に「浄土宗」の記載が

見られるが，「浄土真宗」の記載は見られない。このた

め「浄土真宗の儀」（儀は義と同義とみられる）が示さ

れるとして，勅命の勅修御伝に浄土真宗の儀が示され

るから，浄土真宗は勅命により諸宗公認の浄土宗の宗

名であり，一向宗を浄土真宗と称すると，その相違は

「真」の 1文字の有無に係わり，その結果，浄土宗との

間に教義について真偽の論争を招き，幕府公称を浄土

宗とする幕府の定めに反すると主張したのであろう。

故障書には，浄土宗乃至増上寺が「真宗」，「浄土真

宗」を現実に使用したとする事実について触れていな

いが，法然の死後に編纂された書から，浄土真宗の義

という間接的な主張を行ったのは，その使用事実がな

かったか，あっても少なかったことを示しているよう

である（尤も宗名論争開始後に増上寺や鎌倉光明寺は

「浄土真宗」の額を掲げたというのは前述のとおりで

ある）。

なお，法然は，臨終に際して「念仏を唱える人は全

て後継者である」といったことから，法然の死後に法

然の教えの解釈が分れ，浄土宗も複雑に分派すること

になったが，14世紀，浄土宗の主流となった鎮西派の

聖冏（しょうげい）は，西山派（現在も西山 3 派とし

てその流れの派が存在する）との論争に際して，「浄土

真宗付法伝」と題する書を著している。「浄土真宗付

法伝」については，故障書に記載されていないが，浄

土宗の中でも，その教義を「浄土真宗」と称すること
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があったものとも見られる。しかし，浄土宗内での

「浄土真宗」は，これだけなのか，それともより現実に

使用されていたのかどうかは，他に資料が見当たらず

不明である。因みに，増上寺は，聖冏の弟子の聖聡が，

明徳 4 年（1393年）に，真言宗の寺院を浄土宗に改宗

した寺院であるから，増上寺としては歴史的にも浄土

真宗を容認し得ない立場にあったのではなかろうか。

５ 浄土真宗側の反論

安永 4年の東本願寺の「弾劾文」の内容は，凡そ宗

号は開祖の命名によるものであることは各宗の常例で

ある，法然上人は自ら浄土宗と号し，未だ浄土真宗の

名を立てなかった，随って聖光，善慧等の諸師は皆浄

土宗と称するも，浄土真宗ということはなかった。独

り親鸞聖人に限って，始めて浄土真宗の名を立てたか

ら，浄土真宗は当方の称号であることはいうを俟たな

い，これが故に亀山天皇の綸旨に「親鸞聖人開浄土真

宗引導凡俗」と述べていると主張し，また，後醍醐天

皇，後柏原天皇，後水尾天皇等の御宸翰や，幕府古来

の達令等を示して，詳細に反論し，故障書にいう天皇

の宸翰の如きは皆宗名というべきものではないと反駁

したという。

即ち，浄土真宗側は，宗名は，宗祖の命名によるの

が通例であり，浄土真宗は親鸞命名の親鸞由来の宗名

であるとして，法然由来の浄土宗に対してその正当性

を主張している。元仁元年（1224 年，浄土真宗は，こ

の年を開宗の年としている）に親鸞が著した教行信証

には，「ここに愚禿釈の親鸞・・・真宗の教行証を敬信

し」，「浄土真宗を案ずるに・・・」といった記載を含

めて，「浄土真宗」，「真宗」の記載が合計 20ヶ所程度見

られる。教行信証は，浄土宗聖冏の「浄土真宗付法伝」

より早いから，最初に浄土真宗の用語を使ったのは，

親鸞であることは間違いなさそうである。

しかし，教行信証には「本師源空（注：法然）は・・・

真宗の教証，片州（注：日本）に興す」とあり，末尾

の正信偈には「真宗興隆の大祖源空法師ならびに門徒

数輩」とあるから，法然の死後 12年を経過した時点で

も，親鸞は，「真宗」を開いたのは法然であるとしてい

ることになる。親鸞（及びそのグループ）は，あくま

で法然の法流に属する浄土宗の一派として布教を行っ

ていたものとみられ，親鸞には「真宗」又は「浄土真

宗」といった，浄土宗とは別の宗派や教団としての意

識も，活動もなかったものと解されている。親鸞によ

る「浄土真宗」の宗名の由来に対しては，増上寺から，

浄土宗の宗門と親鸞の関係に基づいた，この点の指摘

もなされたことであろう。亀山天皇の綸旨，各天皇の

書簡，幕府の達令（達令とは辞書にない用語であるが，

幕府の通達や命令をいうのであろう）については，上

記に記載した以上のことは不明であるが，故障書の天

皇の綸旨に対して浄土真宗側も変わらない事情がある

ことを示すためのものであったろう。

ところで，浄土真宗側の反論は，本願寺が浄土真宗

と称してきた例証を挙げたものであったというが，真

宗全史による弾劾文の記載は以上の程度であり，故障

書の宗名混雑に対する反論は，省略されたのか，幕府

の達令があるとする以外に記載されない。しかし，こ

の点，本願寺 8代の連如による宗名論があることを考

慮すれば，少なくとも蓮如による宗名論の時代（15 世

紀後半乃至末頃）から，本願寺が浄土真宗の宗名を使

用していたことは確実と見られ，従って，宗名論争に

際して浄土真宗の使用実績による反論がなされた筈で

ある。

蓮如は，京都の本願寺が比叡山に破却された（本願

寺は当時天台宗の末寺でもあったが，蓮如は天台宗か

ら脱却を意図したことを契機にして，比叡山と争いに

なったという。連如は本願寺に親鸞像と並ぶ天台宗の

本尊を破壊して風呂の焚付けにしたことが比叡山を怒

らせたといった話も伝えられている）ことから，京都

を離れ，堅田を経て越前吉崎に進出し，吉崎在住の数

年間に，北陸一帯を真宗王国とし，その後，京都の山

科本願寺，大阪の石山本願寺（石山合戦で信長に破却

された後，秀吉に接収されて大阪城となった）を建立

した。7代の巧如時代まで境内に「人一人おらず候」

といわれる程に寂れていた本願寺を，一代で日本一の

教団に仕立てた浄土真宗中興の祖として知られてい

る。この蓮如は，その布教に用いた御文（宗派によっ

て御文章，御勧章ともいう。御文は筆写されて布教拠

点に広く配布され，信徒に読み聞かせたという）にお

いて，「浄土真宗」は親鸞が定めた宗名であるから，一

向宗というのは誤りであるとする「浄土真宗」の宗名

論を展開している。

宗名「浄土真宗」に関する御文は，「文明五年九月中

旬」（1474 年），「文明五年九月中旬」，「延徳二年九月廿

五日」（1490 年）と題するもので合計 3通ある。

特に「延徳二年九月廿五日」の御文において蓮如は，

親鸞が定めた宗名は浄土真宗，略して真宗であるとし
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た上，浄土宗四ケ流（西山・鎮西・九品・長楽の 4派）

とは違って，真実の道理があるから，親鸞が真の字を

置いて浄土真宗と定めた，一向宗は一遍の時宗の宗名

である，浄土真宗の宗門内にもへつらって一向宗とい

う輩があるが言語道断であり，今後宗門内で一向宗と

名乗る輩は破門する，とまで，極めて強い調子で述べ

ている（浄土宗を名指して，浄土真宗に真実の道理が

あるとしたのは，浄土宗 4派を大いに刺激したであろ

うし，故障書で，増上寺が真偽の争論になるというの

は，この辺りの影響もあったのではなかろうか）。

御文は，宗祖親鸞の教学を結集し，浄土真宗の真髄

を示した真宗教学そのものとされ，浄土真宗，特に東

西本願寺にとっては聖典として位置づけられている。

本願寺，そして分裂後は東西両本願寺で，少なくと

も宗名論争に至る約 300 年間に亘って，幕府公称を要

しないところ，即ち，宗派内はもとより社会一般で浄

土真宗の宗名を使用してきたことは確実であろう。

東本願寺による浄土真宗使用の例証というのは，こ

の約 300 年間の宗名「浄土真宗」の使用事実に基づい

て具体的且つ詳細になされたものと見られる。増上寺

の故障書における浄土真宗に関する主張は，いずれも

歴史上の事実に基づくものであり，浄土宗において浄

土真宗の使用事実があったとしても，それは少なかっ

たようであるから，東本願寺による浄土真宗使用の例

証は，寺社奉行に対しても説得力を持ったものと思わ

れる。

ところで，宗名変更請願の安永 3年は，蓮如の死後

275年が経過しており，また，家康の教如への寺地寄

進による東西本願寺の分裂からも 170 年以上が経過し

た時期である。聖典とされる蓮如の御文がありなが

ら，浄土真宗への宗名変更の請願は，如何にも遅すぎ

るという印象を受ける。この点，17世紀後半から，そ

れまで他の一揆と区別されずに「土一揆」と呼ばれて

いた加賀一向一揆を始めとする 15〜 16 世紀の本願寺

派の武力蜂起を，一向宗と結びつけた形で「一向一揆」

と呼ばれるようになったというから，これとの関係で

考えると，既に大教団となって江戸幕府との関係も深

く，それぞれ隆盛を極めている東西両本願寺にとっ

て，一向宗が古傷に触れられるような宗名となるに至

り，また，蓮如時代の本願寺とそれ以外の真宗他宗派

の対立，東西両本願寺の分裂も，既に何世代も前の遠

い過去の事実となりこれらの協調体制も整い，必要に

応じて浄土真宗連合ともいうべき形を取り得るように

なっていたことから，この時期に請願に及んだのでは

なかろうかと思われる。

６ 浄土宗と浄土真宗の混同可能性の有無

故障書は，浄土宗と浄土真宗の宗名混雑，即ち，宗

名の混同可能性があったと主張したが，当時の状況下

で果してこの混同可能性があったのかどうか，この点

を見てみよう。

浄土宗と浄土真宗が類似宗名の関係にあることは事

実であろうが，宗名論争が始まった 18 世紀後期には，

寺請状（寺請証文）と宗門帳（宗旨人別帳）による寺

壇制度（檀家制度）が既に確立していたことを考慮す

ると，浄土宗，浄土真宗に限らず，日本仏教の各宗の

宗名はいずれも周知性を獲得していたことになろうか

ら，混同主体を幕府として考えても，士農工商の四民

として考えても，いずれも宗名の混同可能性はなかっ

たといえよう。

寺請状は，切支丹や禁制の宗派（日蓮宗の不受不施

派など）でないことの，幕府公認の古跡寺院による証

明書であり，寺請状がなければ，婚姻，養子縁組，奉

公，旅行などの身分的，地理的移動ができないものと

されていたし，寺請状は，例えば，個人名，日付，宗

派及び寺院名，僧侶名，押印，宛先を記載して僧侶か

ら受領するものとされていた。また，宗門帳は，家を

単位として，寺院，戸主，家族，奉公人など，個人毎

に年齢，宗旨を記載し，戸主が押印し，寺院，庄屋，

五人組頭の証明印を受けて，宗門改め役所に提出した

戸籍機能を持った書面であり，宗門帳に記載がなけれ

ば無宿人として扱われたという。

即ち，寺壇制度の下で，個人は寺院との関係が密接

で，寺院なしに生活できない状況にあった。寺院に行

けば，僧侶は説教に宗祖や宗名を語り，家庭では親が

子供に寺院の宗名を教え込み，また，禁制の宗派でな

いことを教え込んだであろう。村や集落の地域社会で

も，禁制の宗派を含めて各宗派の話題も上り，誰がどの

宗派であるかも自ずと分っていたであろう。寺壇制度

が存在するが故に，浄土宗や浄土真宗の宗名のみなら

ず，その余の宗名もそれぞれ周知であったであろう。

更に，浄土真宗の場合，幕府公称の一向宗とは別に，

永年に亘って浄土真宗の宗名が使用されてきた事実を

考慮すれば，浄土宗と同程度乃至それ以上の周知性を

獲得しており，浄土宗とは異なる宗派として認識さ

れ，他宗に属する四民を含めて，何人も双方を明確に
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識別し得る状態にあったといえよう。そうすると，増

上寺が主張する宗名混雑，即ち，宗名の混同可能性は，

浄土真宗が宗名変更を請願した江戸時代後期には既に

なかったといえよう。

ところで，江戸時代の寺院数を把握するのはかなり

困難であるが，全国で 10 万程度，このうち浄土宗で 7

千程度，西本願寺系 8.4千程度，日蓮宗 1千程度，時宗

0.3千程度であったとする見解がある。これによると，

西本願寺系の寺院数が浄土宗の寺院数を上回ってお

り，これに，東本願寺，真宗高田派，真宗仏光寺派等

の浄土真宗の各宗派を加えると，浄土宗と浄土真宗の

差は更に大きくなる。因みに，江戸時代の寺院数とし

て甲子夜話（続篇巻二十六）が引かれることも多く，

これによると全国の寺院数は 47 万程度で，このうち

浄土宗，浄土真宗とも約 14 万程度で，双方は拮抗して

いることになる（但し，全国の寺院数 47 万を江戸時代

の人口 3千万で除すると，1 寺院当りの檀徒数は 63.5

人となるが，寺壇制度の下でこの人数，即ち，10所帯

程度で 1寺院を維持することは困難であろうから，甲

子夜話の数値は信頼性が低いと思われる）。

即ち，浄土真宗は，寺院数でも浄土宗と同等か，浄

土宗より多いようであるから，寺院数の比較から見て

も，浄土宗と浄土真宗の宗名はともに周知であったと

認められ，従って，この点からも宗名の混同可能性は

なかったといえよう。

寺社奉行を初めとする幕府内にあっても，この事情

は変らないし，達令にも浄土真宗が使用されたという

から，士農工商の四民のみならず，江戸幕府にとって

も混同可能性のないことは明らかであったろう。

増上寺のいう宗名混雑，即ち，宗名の混同可能性は

現実にはなく，双方はその周知性獲得の結果として明

確に識別されていたといえよう。

７ 故障書のその余の理由の評価

浄土真宗を巡る宗名論争における増上寺の故障書に

おける，浄土真宗の宗名は善導大師の「観教疏」に

よって浄土宗に帰属するというのは根拠が薄いようで

あり，宗名混雑，即ち，宗名の混同可能性はなかった

ものと見られ，また，浄土真宗を勅命による浄土宗の

宗名とするのも，現実に浄土真宗が 300 年近く使用さ

れてきた事実があるから，余り迫力があるともいえ

ず，結局，増上寺の故障書は，徳川家乃至江戸幕府の

権威論，更には歴史的な天皇の権威論によるもののよ

うである。宗名論争の初期（開始から 15年間程の間）

に，寺社奉行が，幕府公称を従前のとおり「一向宗」

とするとし，吟味中としつつも，請願に対して，幕府

公称を従前のとおり「一向宗」とするとし，更には，

公務繁忙を理由に請願の可否を棚上げして，常に消極

的な対応に終始したのは，やはり，故障書の権威論が

有効に機能したからであろうか。一方，明治政府も

「真宗」を認めるも，「浄土真宗」を認めなかったとい

うのは，浄土真宗とすれば，故障書がいう，「真」の有

無による真偽論争の可能性に配慮したからではなかろ

うか。

８ 最高裁判決が示した現代の法理

一転して現代に目を移すと，同一又は類似の宗名を

巡る争いとして，例えば，東京本願寺事件，天理教豊

文教会事件，これと似たものとして天理教水京分教会

事件等がある。このうち，天理教豊文教会事件は，天

理教から分派（被包括関係を廃止）した旧天理教豊文

分教会が，宗教法人として天理教豊文教会としたこと

から，宗教法人天理教が不正競争防止法 2条 1項 2号

又は 1号の不正競争行為，宗教法人の名称権侵害行為

に該当するとして，天理教豊文教会の使用差止等を求

めた事案である。一審の東京地裁判決（平成 16年 3

月 30日）は請求認容，控訴審の東京高裁判決（平成 16

年 12月 16 日）は原判決を取消して請求棄却，上告審

の最高裁判決（平成 18年 1月 20日）は東京高裁判決

を支持し，宗教法人の宗教活動について不正競争防止

法の適用はないとした上，宗教法人に対して人格権に

基づく氏名権（名称権）があることを認めて，天理教

の上告を棄却した。

最高裁判決は，不正競争防止法の適用について「競

争秩序を維持すべき分野に広く認める必要があり，社

会通念上営利事業といえないものであるからといっ

て，当然に同法の適用を免れるものではないが，他方，

そもそも取引社会における事業活動と評価することが

できないようなものについてまで，同法による規律が

及ぶものではないというべきである」とした上，「宗教

儀礼の執行や教義の普及伝道活動等の本来的な宗教活

動及び収益事業と認められるものであっても，教義の

普及伝道のために行われる出版，講演等本来的な宗教

活動と密接不可分の関係にあると認められる事業」に

は不正競争防止法の適用はないと判示した。

また，氏名権について，最高裁判決は，昭和 63年 2
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月 16 日第三小法廷及び昭和 61年 6月 11 日大法廷判

決を引用して，「宗教法人も人格的利益を有しており，

その名称が宗教法人を象徴するものとして保護され

る」として，「宗教法人は，その名称を他の宗教法人等

に冒用されない権利を有し，これを違法に侵害された

ときは，加害者に対し，侵害行為の差止めを求めるこ

とができる」とする一方で，「宗教法人は，その名称に

係る人格的利益の一内容として，名称を自由に選定

し，使用する自由（以下『名称使用の自由』という。）

を有する」とし，「宗教法人の名称使用の自由には，そ

の教義を簡潔に示す語を冠した名称を使用することも

含まれるというべきである」として，「甲宗教法人の名

称と同一又は類似の名称を乙宗教法人が使用している

場合において，当該行為が甲宗教法人の名称を冒用さ

れない権利を違法に侵害するものであるか否かは，乙

宗教法人の名称使用の自由に配慮し，両者の名称の同

一性又は類似性だけでなく，甲宗教法人の名称の周知

性の有無，程度，双方の名称の識別可能性，乙宗教法

人において当該名称を使用するに至った経緯，その使

用態様等の諸事情を総合考慮して判断されなければな

らない」と判示した。

その上で，上記甲宗教法人の名称を冒用されない権

利を違法に侵害するものであるか否かについて「前記

事実関係によれば，被上告人（注：天理教豊文教会）

は，宗教法人法に基づく宗教法人となってから約 50

年にわたり『天理教豊文分教会』の名称で宗教活動を

行ってきたのであり，その前身において『天理教豊文

宣教所』等の名称を使用してきた時期も含めれば 80

年にもわたってその教義を示す『天理教』の語を冠し

た名称を使用していること，このような中で，被上告

人が従前の名称と連続性を有し，かつ，その教義も明

らかにする名称を選定しようとすれば，現在の名称と

大同小異のものとならざるを得ないと解されること，

被上告人は，上告人（注：天理教）との被包括関係の

廃止により上告人と一線を画することになったとはい

え，中山みきを教祖と仰ぎ，その教えを記した教典に

基づいて宗教活動を行う宗教団体であり，その信奉す

る教義は，社会一般の認識においては，『天理教』にほ

かならないと解されること，被上告人において，上告

人の名称の周知性を殊更に利用しようとするような不

正な目的をうかがわせる事情もないこと等が明らかで

ある。そうすると，被上告人がその名称にその教義を

示す『天理教』の語を冠したことには相当性があり，

また，そのような名称の使用ができなくなった場合，

被上告人の宗教活動に支障が生ずることは明らかであ

り，その不利益は重大というべきである。『天理教』の

語が教義を示すものである以上，教義の普及と拡散に

伴い，上告人において『天理教』の語を含む名称を独

占することができなくなったとしても，宗教法人の性

格上やむを得ない面があることも認めざるを得ない。」

として，天理教豊文教会は，天理教の名称を冒用され

ない権利を侵害するものではないとした（この最高裁

判決については，大家重夫「『宗教法人天理教』は『宗

教法人天理教豊文教会』の名称使用を差し止められな

いという事例」（発明 Vol.103 2006-10），五十嵐清

「宗教団体の名称使用権をめぐって」（知的財産法政策

学研究 Vol.14（2007）があり，また，この法理のリー

ディングケースとされる東京本願寺事件の東京地裁決

定については大家重夫「類似名称使用の可否」（別冊

ジュリスト「宗教判例百選」）があるので，併せて参照

願いたい）。

９ 最高裁判決の法理について

不正競争防止法 1条及び 3条の営業を「広く経済上

その収支計算の上に立って行われる事業一般をいい，

その種類，対象の如何を問わない」と解することによ

り，不正競争防止法の適用は，営利事業に止まらず，

それ以外の全ての事業に対してもなされるとする考え

方（天理教豊文教会事件の東京地裁判決もこの立場で

ある）が一般であり，この立場からは，宗教法人の名

称表示についても，他の営業表示と区別することな

く，不正競争防止法の適用があると考えられていた。

筆者も，初めて浄土真宗の宗名論争の資料に触れたと

き，現代なら不正競争防止法の問題と直感したし，江

戸時代に不正競争行為の原形のような表示の事例が

あったと人に話したことがあるが，本件事案について

最高裁判決は妥当性があると考えられよう。

しかし，宗教法人に税務上のメリットがあることか

ら，宗教法人が買収対象とされ，様々な新興宗教があ

る中で，宗教活動の外観を呈する既成の宗教法人に対

する混同惹起行為が発生する余地も否定できないよう

にも思われる。この点，最高裁判決が示す基準で，直

ちに不正競争防止法の適用が排除されることには幾分

の不安を感じる（宗教法人の氏名権の保護を受けられ

るとしても，不正競争防止法の適用による保護の方が

容易であろう）。
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また，「そもそも取引社会における事業活動と評価

することができないようなもの」が，宗教法人の本来

的な宗教活動以外に含むものがあるのか，例えば，学

校法人や宗家のような，従来不正競争防止法が適用さ

れていた分野にも拡大していくのかどうかは，今後の

裁判例の蓄積を待つことになろうが，最高裁判決が，

不正競争防止法の適用可否について示した基準には今

後も留意していく必要があろう。

営業に含まれないものとして最高裁判決は，宗教法

人の本来的な宗教活動と教義の普及伝道のための出

版，講演等を挙げるから，宗教法人の行うその余の事

業（最高裁判決は駐車場事業を例示する）は，依然と

して不正競争防止法の適用がある。宗教法人の運営す

る会館（飲食・宿泊），墓苑や納骨廟堂，宝物展示等の

事業がこれに該当しよう。

また，最高裁判決は，例えば教義の普及伝道のため

の出版活動を本来的な宗教活動と同視するところ，こ

の種の出版物は多様であり，宗教法人の他にも，その

関連会社，一般の出版社によって発行されていること

に鑑みると，出版主体が宗教法人であるかどうかで不

正競争防止法適用に相違が生じることになるのは，問

題が残りそうである。

最高裁判決の宗教法人の氏名権（名称権）と，これ

に基づく名称使用の自由の法理は，宗教法人，少なく

とも伝統宗教の宗教法人については，その宗教活動，

そして分派の本質を的確に捉えたものとして，説得力

に富むものといえよう。

仏教も，キリスト教も，イスラム教も，現在見られ

る宗派は，仏陀，キリスト，マホメットの時代からそ

れぞれ分派に分派を重ねてきた結果である。我国の仏

教は，13 宗といわれ，その宗派は合計 160派程度とい

われている。

例えば浄土宗も，前述のように，法然死後に浄土宗

四ケ流（西山・鎮西・九品・長楽の 4派）に分派して

おり，親鸞も法然の弟子であるから，浄土真宗も浄土

宗から分派した教団である。そして，親鸞死後，浄土

真宗も 8 派（本願寺派，仏光寺派，興正派，木辺派，

山元派，誠照寺派，山門徒派，出雲寺派）に分派して

いる。本願寺も東西に分派し，昭和 63年には，東本願

寺から東京浅草の東京本願寺を中心とする浄土真宗東

本願寺派が分派（大家重夫「類似名称使用の可否」は，

この事件の評釈である）しており，現在は真宗 10派と

いわれている。

宗教教団の分派乃至その宗名選定の経緯，教団双方

の関係を見ると，現代の天理教と天理教豊文教会の

ケースと，その事実関係において相当程度に共通性が

あるようだ。

分派は，既成の宗教教団との教義解釈の相違に起因

しているのが一般である（東西本願寺の分裂は，石山

合戦における信長との和睦を巡る和睦派と徹底抗戦派

の対立が原因といわれる）ところ，宗教が人間の宗教

哲学に基づく思想である以上，宗教団体の分派は，そ

れ自体不可避のものであろう。

天理教を浄土宗，天理教豊文教会を浄土真宗に置き

換えて，最高裁判決のいう，名称の同一性又は類似性，

名称の周知性の有無，程度，双方の名称の識別可能性，

当該名称を使用するに至った経緯，その使用態様等の

諸事情を総合考慮する判断手法をみると，歴史的な浄

土真宗を巡る宗名論争にも特段の違和感がないようで

ある。封建社会に最高裁判決を適用する前提はないと

はいえ，最高裁判決が，宗教教団やその分派の本質を

的確に捉えているからであろう。

10 まとめ

浄土宗と浄土真宗の宗名論争の経緯，双方の主張，

主張の評価を見て，天理教と天理教豊文教会について

の現代の最高裁判決の関係を考えてみた。封建社会と

自由主義社会という本質的な相違があるも，宗教教

団，その分派，双方の宗名の関係は，時代背景が異な

るも，本質的に余り変わりがないのは興味深い結果で

あるといえよう。
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